
お知らせ Information

人
生
1
0
0
年
時
代

終
活
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催

　

自
分
ら
し
く
生
き
る
た
め
の
心
構
え

や
、
遺
言
・
相
続
な
ど
の
基
礎
的
な
知
識

を
学
ぶ
こ
と
で
、
有
意
義
に
人
生
が
送
れ

る
よ
う
、
今
か
ら
で
き
る
準
備
を
し
て
み

ま
せ
ん
か
。
生

前
整
理
や
エ
ン

デ
ィ
ン
グ
ノ
ー

ト
の
書
き
方
も

学
べ
ま
す
。

対�

象
＝
町
内
在
住
で
終
活
に
つ
い
て
関

心
の
あ
る
か
た

定
員
＝
30
名
（
先
着
順
）

日
時
＝
11
月
17
日
㈬　

午
後
１
時
30
分

～
３
時
30
分

場�

所
＝
美
里
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー　

２
階
大
ホ
ー
ル

費
用
＝
２
０
０
円
（
当
日
受
付
）

講
師
＝
終
活
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
協
会
（
武

藤
頼
胡
氏
・
中
山
正
也
氏
）

申
込
期
間
＝
10
月
11
日
㈪
～
11
月
10
日

㈬
申
込
方
法
＝
美
里
町
社
会
福
祉
協
議
会

に
電
話
ま
た
は
下

記
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

か
ら
メ
ー
ル
で
申

し
込
み

問�

合
せ
＝
美
里
町
社
会
福
祉
協
議
会

　

☎
76
‐
３
６
０
１

10
月
は
行
政
書
士
制
度
広
報
月
間
で
す

行
政
書
士
無
料
相
談
会
の
開
催

　

行
政
書
士
に
よ
る
無
料
相
談
会
を
行

い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

日
時
＝
10
月
27
日
㈬　

午
後
１
時
～
４
時

場�

所
＝
本
庄
商
工
会
議
所

相
談
内
容
＝
①
許
可
・
認
可
な
ど
の
手

続
き　

②
法
人
設
立
・
権
利
義
務
・

事
実
証
明　

③
電
子
申
請　

④
暮
ら

し
の
相
談
（
相
続
・
遺
言
な
ど
）

問�

合
せ
＝
埼
玉
県
行
政
書
士
会

　

☎
０
４
８
‐
８
３
３
‐
０
９
０
０

埼
玉
労
働
局
か
ら
の
お
知
ら
せ

事
業
主
の
皆
さ
ま
へ

労
働
保
険
の
お
知
ら
せ

　

労
働
保
険
料（
労
災
保
険
・
雇
用
保
険
）

の
第
２
期
分
の
納
期
限
は
、
11
月
１
日

㈪
で
す
。

　

納
付
書
に
つ
い
て
は
、
納
期
限
の
10

日
前
頃
に
該
当
事
業
所
へ
郵
送
し
ま
す
。

　

ま
た
、
保
険
料
納
付
に
つ
い
て
は
、

講
座
振
替
が
便
利
で
す
。
申
込
手
続
に

つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
も
し
く
は
埼

玉
労
働
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

問
合
せ
＝
埼
玉
労
働
局　

労
働
保
険
徴

収
課

　

☎
０
４
８
‐
６
０
０
‐
６
２
０
３

埼
玉
労
働
局
か
ら
の
お
知
ら
せ

埼
玉
県
最
低
賃
金
が

改
正
さ
れ
ま
し
た

　

令
和
３
年
10
月
１
日
か
ら
、
埼
玉
県

最
低
賃
金
は
、
時
間
額
９
５
６
円
（
引

上
げ
額
28
円
）
と
な
り
ま
し
た
。

　

埼
玉
県
最
低
賃
金
は
、
賃
金
の
最
低

限
度
を
定
め
る
も
の
で
、
年
齢
や
雇
用

形
態
に
関
係
な
く
、
パ
ー
ト
や
学
生
、

ア
ル
バ
イ
ト
を
含
め
、
県
内
の
事
業
場

で
働
く
全
て
の
労
働
者
に
適
用
さ
れ

ま
す
。

　

使
用
者
も
、
労
働
者
も
、
賃
金
額
が

１
時
間
当
た
り
９
５
６
円
以
上
か
ど
う

か
必
ず
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

　

一
部
の
産
業
に
は
、
特
定
（
産
業
別
）

最
低
賃
金
も
適
用
さ
れ
ま
す
。 

　

詳
し
く
は
、
埼
玉
労
働
局
労
働
基
準

部
賃
金
室
、
ま
た
は
最
寄
り
の
労
働
基

準
監
督
署
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
＝
埼
玉
労
働
局　

労
働
基
準
部

賃
金
室

　

☎
０
４
８
‐
６
０
０
‐
６
２
０
５

　

熊
谷
労
働
基
準
監
督
署

　

☎
０
４
８
‐
５
３
３
‐
３
６
１
１

　１つは、皆さんがよく知っている「１１０番」。
　もう１つが「警察相談専用電話『＃９１１０』」です。
　緊急ではないが警察に相談したいことがある、と
いう場合は『＃９１１０』へ。
＊�24時間受付（夜間および土曜日・日曜日・祝日・
年末年始は当直対応となります。）
■プッシュ回線：#9110
■ダイヤル回線：☎048-822-9110

警察とみんなを結ぶ２つの「ホットライン」

　急な病気やけがに関して、看護師の相談員が医療機
関を受診すべきかどうかなどをアドバイスしますので、
判断に迷ったときはお気軽にお電話ください。
■相談時間＝毎日24時間
■電話番号＝�＃7119　☎048-824-4199
　　　　　　（ダイヤル回線、IP電話、PHSをご利用の場合）
※次の番号からも電話をかけられます。
　○大人の救急電話相談　#7000
　○小児救急電話相談　#8000
　　または　☎048-833-7911
※利用上のお願い
　この電話相談は医療行為ではなく、電話でのアドバ
イスにより、相談者の判断の参考としていただくもの
ですので、あらかじめご理解のうえ利用ください。
■問合せ＝埼玉県保健医療部医療整備課
　　☎048-830-3559

○大人の救急電話相談・小児救急電話相談
　（全国共通ダイヤル＃7119で365日、24時間実施）

　救急車を呼ばなくても病院へ行くことができる場合は、
児玉郡市広域消防本部指令課（☎24-1119）で医療機関の
情報をご案内します。

○医療機関情報の問い合わせ（24時間）

　休日の軽症の内科系診療は、本庄市児玉郡医師会
医師により本庄市保健センター内の休日急患診療所
で行っています。受診するときは健康保険証をお忘
れなく。
　　☎23-3322　　診療科：内科系疾患
診療時間　午前９時～午後４時（正午～午後１時除く）
　　　　　午後７時～10時（受付：９時45分まで）
住　　所　本庄市北堀1422-1（本庄市民文化会館隣）

○休日診療

　毎週木曜日に、休日急患診療所で内科系
疾患の夜間診療を行っています。
　　☎23-3322　　診療科：内科系疾患
診療時間　毎週木曜日�午後８時～10時
　　　　　�（受付：９時45分まで）
※木曜日が祝日・年末年始（12月30日～１月３日）に
あたる場合の診療時間は、休日診療と同じです。

○平日夜間診療

戸籍の窓口（敬称略） この欄に掲載を希望されないかたは届出時に窓口
または総合政策課へお申し出ください。

８月届出分

お誕生おめでとう
名　前 （世帯主） 行政区

陶
す や ま

山 　 結
ゆ の ん

音（慎太朗） 北十条

平
ひ ら お か

岡 　 侑
ゆ な

奈（ 雄 基 ） 駒衣

福
ふ く し ま

島 　 光
ひ か り

莉（ 享 兵 ） 駒衣

○在宅当番医療機関��▶診療時間　午前９時～正午
休日の急患診療は、郡市内医療機関が輪番で行っています。

月　日 医療機関名 電話番号

10月３日㈰ 彩北病院（上武病院） ☎21-0111
10月10日㈰ 彩の丘クリニック ☎71-7166
10月17日㈰ あたご山クリニック ☎22-8733
10月24日㈰ 黒岩整形外科医院 ☎34-0551
10月31日㈰ 小 林 ク リ ニ ッ ク ☎23-3371
11月３日（水・祝） 恵 南 ク リ ニ ッ ク ☎24-0008
11月７日㈰ したら眼科クリニック ☎33-8333
11月14日㈰ 本 庄 皮 膚 科 医 院 ☎22-3233
※当番医は変更になる場合がありますので、確認してか
らお出かけください。

人口と世帯 �(　　)内は前月比です
（９月１日現在外国籍のかたも含みます）

人口 11,037人 （－５人）
男 5,575人 （－６人）
女 5,462人 （＋１人）

世帯 4,495戸 （－１戸）

８月16日～９月15日届出分

　シルバー人材センターは、年間をとおして新規会員を
募集中です。町内在住で60歳以上の健康で働く意欲の
あるかたをお待ちしています。詳しくは、「入会説明会」
にご参加ください。
※日程が合わないなど説明会に出席できないかたは、事

務局までご相談ください。

入会説明会

【日　時】　10月20日㈬　午前10時30分～
【場　所】　美里町遺跡の森館
【問合せ】　美里町シルバー人材センター　☎76-5430

仕事を依頼したい企業や個人のかたへ
～シニア向けの仕事をお受けします～

　高齢者にふさわしい仕事をお受けいたしますので、
お気軽にご相談ください。
　仕事内容に合った会員をマッチングします。

メール送信用
ＱＲコード

「シルバー人材センター」からのお知らせ　
～お友達と一緒に会員になりませんか？～

お悔やみ申し上げます
名　前 （世帯主） 行政区

松 原 　 康 男（ 伸 一 ） 関

栗 山 　 雄 二（ - ） 小茂田

杉 浦 ヨ シ ヱ（ 光 治 ） 小茂田

持 田 　 一 正（ 久 子 ） 小茂田

田 端 　 勝 子（ 博 司 ） 甘粕

山 下 　 ハ ツ（ - ） 甘粕

石 川 　 隆 子（ - ） 湯本

黒 澤 　 と し（ - ） 大仏

清 水 　 修 （ 貴 仁 ） 大仏
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